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前橋市地方就職学生支援金 Ｑ＆Ａ 

 

■対象要件 

Ｑ１－１ 東京都内に本部がある大学に大学院や短期大学は含まれますか？ 

Ａ１－１ 含みません（対象外です）。 

 

Ｑ１－２ 地元に住民票を残したまま東京圏内に居住して通学していた場合で

も対象となりますか？ 

Ａ１－２ 賃貸借契約書や公共料金領収書等で居住実態が把握できれば対象に

なります。申請の際に確認可能な書類を提出してください。 

 

Ｑ１－３ 単位をすでに取り終わり採用内定も得たので４年の途中で移住先に

移ったのですが、対象になりますか？ 

Ａ１－３ 原則として卒業年度の３月末まで東京圏に在住していることを想定

していますが、最低限、申請時点において東京圏に在住していれば対象

になります。 

 

Ｑ１－４ 対象は、勤務地限定型社員と明記のある採用に限定されますか？ 

Ａ１－４ 勤務地が１か所しかないなど、転勤等による市区町村間の住民票の

異動が必要な勤務地の変更がない採用の場合は、採用条件の明記がな

くても対象になります。 

 

■交付要件 

Ｑ２－１  就職活動先の会場が本社所在地や就業予定地でない場合も対象とな

りますか？ 

Ａ２－１  交付金額の範囲内で支援対象とします。 

 

Ｑ２－２ 複数の企業が集まる合同企業面接会なども対象となりますか？ 

Ａ２－２ 対象になりません。個別の採用面接及び採用試験に限ります。 

 

Ｑ２－３ 申請対象は、１次面接や最終面接等、どの時点の面接になりますか？ 

Ａ２－３ どの時点の面接かは問いません。 
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Ｑ２－４ 自家用車を利用した場合の高速道路料金やガソリン代は、対象とな

りますか？ 

Ａ２－４ 対象になりません。 

 

Ｑ２－５ レンタカーの利用料金は対象となりますか？ 

Ａ２－５ 本支援金制度は、一般的には公共交通機関（新幹線、電車、バス等）

の利用を想定しています。申請書及び領収書で移動経路や交通機関、料

金等の確認を行いますが、レンタカー利用での申請をされる場合は、同

様の内容を不足なく証明できるものを別途提出いただく必要がありま

す。なお、高速道路料金等の扱いはＱＡ２－４と同様です。 

 

Ｑ２－６ 就職活動に要した宿泊費も対象となりますか？ 

Ａ２－６ 対象になりません。 

 

Ｑ２－７ 内定獲得後の内定式や研修等に要した費用も対象となりますか？ 

Ａ２－７ 対象になりません。 

 

Ｑ２－８ 交通費領収書の日付は、面接日から前後どれくらいの期間が有効で

すか？ 

Ａ２－８ 原則として前後１日です。それ以上の場合は、合理的な理由を求める

場合があります。 

 

 


